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研究成果の概要（和文）： 本研究は、選挙ガバナンスが民主政治に与える影響を、比較政治学的に解明しようとする
ものである。本研究は、国際比較と日本国内の自治体間比較を通じて、選挙管理という研究上の大きな空白を埋める。
 調査結果、常識的見解と異なる二つのことが明らかになった。第１に、選挙の公平性、公正性は、国際的に推奨され
る選挙管理機関の独立性のみでは達成できず、より複雑な扱いが必要である。第２に、日本では選挙管理委員会の業務
は画一的で公平、校正であると考えられてきたが、委員会や事務局の構成のあり方によって大きく左右される。それゆ
え、市区町村によってバリエーションが発生している。

研究成果の概要（英文）：This research tries to elucidate the influence which electoral governance gives 
to a democracy by the comparative politics. This research fills in the big blanks on the study of 
electoral management through the comparative studies among the countries in the world and among the local 
governments in Japan.Our researches have two big findings different from commonsense views. 1st, equity 
and fairness of election can't be achieved only by independence of the electoral management bodies, which 
is recommended by international organizations like ACE(Administration and Cost of Elections). We need 
more complicated treatment for Electoral Integrity. 2nd, though it has been thought that business of the 
election administration committees are uniform and so they have executed fairly and equitably in Japan, 
but it's largely influenced by the state of the composition of the committee and its secretariat. 
Therefore we have a variation of electoral governance among local governments in Japan.

研究分野： 政治学
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１．研究開始当初の背景 
民主政治において、最も重要な制度の一つ

が選挙制度であることは疑問の余地がない。
しかし、いかなる選挙制度を採用するにして
も、選挙が適正になされ、選挙制度に対する
国民の信頼がなければ、民主政治は実現困難
である。すなわち、選挙制度は選挙ガバナン
スに支えられて初めて機能する。ところが、
選挙ガバナンスの研究は、日本では一部の法
学的研究を除くと実務的な必要によるもの
に限られ、政治学的な研究は皆無に近く、国
際的にも近年研究が始まったばかりである。 
 選挙ガバナンス研究の焦点は二つある。一
つは、選挙ガバナンスの形態が選挙にいかな
る影響を与えるかである。しかし、これまで
の研究は、この分野の研究が始まって日が浅
いことを反映して、リサーチデザイン上問題
が存在したままであった。もう一つの焦点は、
ガバナンスの形態を何が決めているか、であ
る。 
 
２．研究の目的 
本研究は、選挙ガバナンスの形態が、選挙

の実施の適正性や公平性、投票率などの選挙
の「質」に与える影響と、各国での選挙ガバ
ナンスに違いが生じる要因を調査・分析する
ことにより、選挙ガバナンスが民主政治に与
える影響を、比較政治学的に解明しようとす
るものである。 
 具体的には以下の３点である。第１に、選
挙ガバナンスの形態が選挙の質にいかなる
影響を与えるのか、第２に、何がガバナンス
の形態を決定しているのか、第３に、選挙管
理制度の運用に何が影響しているのか、であ
る。 
 第１点について、本研究は、ガバナンスを
担う多様なアクター間の関係を検討した上
で、選挙ガバナンスが選挙の質に与える影響
を分析する。 
 第２に、選挙管理制度設計時の政治的資源
配分状況や制度がいかなる影響を与えるの
か、それぞれの地域の事情を加味して研究し、
一定の結論を導く。 
 第３に、選挙制度の運用に影響を与える要
因、それが選挙の質にいかなる影響を与える
のかを、日本の自治体間比較調査で明らかに
する。 
 
３．研究の方法 
本研究は、国際比較と国内比較を質的・量

的双方の分析手法を用いておこなうため、研
究組織を大きく２つに分けておこなった。一
つは、主として国際比較をおこない（国際班）、
もう一つは日本国内比較をおこなう（国内
班）。国際班は、浅羽・川中（アジア）、遠藤
（アフリカ）、高橋（ラテンアメリカ）、仙石
（東欧）、稲継（イギリス、オーストラリア、
ニュージーランド）、福島（スウェーデン）、
玉井（フランス）、松本（アメリカ）からな
り、国内班は、品田、曽我、河村、稲継、建

林、藤村からなる。研究代表者の大西は双方
を統括する。選挙管理の調査には公職選挙法
などの知識が必要なので、連携研究者として
湯淺墾道（九州国際大学）のサポートを受け
た。 
 
【平成２３年度】 
 平成２３年度は、選挙管理に関する理論研
究と、各国および日本の地方自治体のガバナ
ンス形態の把握をおこなう。 
国際班は関連資料の収集と現地調査を通

じて、選挙管理ガバナンスの実態把握を行な
う。国内版では、国内自治体における選挙ガ
バナンス形態の把握のために、都道府県及び
市町村の選挙管理委員会に聞き取り調査を
おこなう。これらの作業を通じて、各自治体
選挙管理委員会への質問事項を精査し、２４
年度に実施する全自治体調査に向けてより
有効な調査設計をおこなう。 
 
【平成２４年度】 
 平成２４年度は、ガバナンスの形態が選挙
の質に与える影響についての国際比較と、制
度の運用に関する国内比較調査をおこなう。 
 国際比較の中心になるのは、地域単位の域
内比較である。ガバナンス形態の何が選挙の
質に影響を与えるのかを明らかにするのが
焦点で、資料収集と現地調査が中心となる。 
 国内班は、制度の運用に関する地方自治体
の選挙管理委員会に対するアンケート調査
を行う。 
 
【平成２５年度】 
 平成２５年度は、前年度に続きガバナンス
の形態が選挙の質に与える影響について国
際比較を継続し、あわせて何がガバナンスの
形態を形成するのか、いわば生成（genesis）
に関する調査をおこなう。 
 国際比較では、前年度の質的調査で抽出さ
れたパフォーマンスに影響を与える要因を、
一般的な知見に発展させる。そのために、
Massiccotti 達の先行研究に倣い、現時点で
国政選挙が行なわれている国全てを対象と
した選挙法データベースを作成する。また、
前年度に引き続き現地調査を行なう。 
 国内班では、前年度に行なった、全国市区
町村選挙管理委員会に対するアンケート調
査結果のクリーニング、初期的分析を行ない、
データを総務省選挙部に説明して、実務上の
コメントを得たうえで本格的な分析の条件
を整える。加えて、一般有権者に対して、選
挙管理と選挙への信頼に対するアンケート
調査を行なう。 
 
【平成２６年度】 
 平成２６年度は、補充調査・分析を行なっ
たうえ、研究をまとめる。 
国際班では研究成果を選挙学会、政治学会

で報告して外部からのレビューを受けたう
えで、ワークショップを開催して分析視角を



整理し、成果をとりまとめる。 
国内班では、全国市区町村選挙管理委員会

アンケート調査の分析と成果の一部公表を
行なう。後者については、全国の選管関係者
を読者とする「選挙時報」に６回連載でデー
タの解題を行ない、アンケート対象者に対し
て知見を還元する。調査の分析は、国内班担
当者の他、研究協力者の岡本（関大）、善教
（関学）の協力を得て行なう。加えて、前年
度に実施した有権者に対するアンケート調
査を、国際班の成果を踏まえて調査項目を工
夫したうえで再度実施する。 
国際班、国内班の調査・分析を踏まえ、研

究代表者・研究分担者がそれぞれの課題に対
して論文を執筆し、成果の本格的な公表に備
える。 
 
４．研究成果 
（１）世界各国の選挙法を分析した。焦点を
当てたのは、選挙管理機関（EMB）の特徴と
積極的投票権保障（SVRs）の関係である。そ
の結果、ロペス－ピントールや ACE による、
EMB の類型化は分析上さほど重要でないこと
が分かった。彼らによると、EMB は、執政部
からの距離により、独立モデル、混合モデル、
政府モデルに分けられる。しかしこの違いは
各国がどの程度 SVRｓに積極的であるかと関
連を見出すことはできない。むしろ重要なの
は、EMB の政策・監視部門（日本でいえば選
挙管理委員会）を構成するメンバーの属性で
ある。メンバーに司法官が入っていれば、SVR
ｓに積極的で、行政官が入っていれば、SVR
ｓに消極的である。ただしこれは相関関係に
過ぎず、因果関係を示すものとは言えない。
選挙政策をめぐる党派間の関係など、何らか
の要因が共通して働いていることが考えら
れるが、この解明は今後の課題である。 
（２）ポーランド、チェコを主とした中東欧
の事例研究の結果、中東欧では社会主義体制
崩壊後、社会主義時代に形成された独立モデ
ルを維持している国と、混合モデルに分けら
れる。ポーランドは独立モデルの代表例で、
チェコは混合モデルの代表例である。ACE の
推奨によると、混合モデルよりも独立モデル
の方が政治的中立性を維持しやすく、民主政
治を運営していくうえで優れているはずで
ある。しかし、チェコは選挙運営上の技術に
長けた行政府の支援を得る方が選挙運営上
適当と判断して選挙ガバナンス形態を変更
した。他方、ポーランドは選管のメンバーを
司法官にするなどの高い独立性故に、選挙管
理トラブルが続出すると敗北した党派から
政治的中立性を疑われるという問題が生じ
ている。これらは、独立モデルが選挙運営上
最善というわけではないことを示している。 
（３）英国、豪州、ニュージーランドはそれ
ぞれ全く選挙管理形態を取ってきた。英国は
典型的な政府モデルであるのに対し、豪州は
独立モデル、ニュージーランドは分立型であ
った。とりわけ英国と豪州は対照的で、英国

の選挙管理体制は、民主政治の最先発国であ
りながら不十分な管理しかできておらず、他
方豪州は常に世界各国のEMBのモデルと見な
されてきた。しかし英連邦諸国内では、選挙
管理に関する相互交流があり、あり方につい
て情報交換をしていた。この影響もあり、豪
州流の EMB に徐々に移行する動きがあり、ニ
ュージーランドは既に移行しており、英国も
ようやく選挙管理委員会を創設することに
なった。このことから、選挙管理のあり方は
国際的に伝播している可能性が示唆される。 
（４）北欧諸国の EMB は、当初はいずれも政
府モデルであったが、デンマークを除いて独
立モデルへの移行してきている。しかし、独
立の程度は限定的である。スウェーデンは徴
税庁が選挙管理を担当しており、その後独立
させて選挙管理委員会が形成されたが、事務
局機能は法務省の関連組織である。ノルウェ
イは比例代表制に関連した調整議席配分の
ために設けられたもので、多くの選挙管理業
務は政府が直接行なっている。このように独
立モデルからは依然ほど遠いにもかかわら
ず、北欧諸国で選挙違反が話題になることは
ない。その理由は、比例代表制など、そもそ
も選挙犯罪が発生しにくい選挙制度を取っ
ているうえ、オンブズマン制度の発達に見ら
れるように、情報公開が徹底しており、選挙
を通じてのレントシーキングなどが行ない
にくい政治状況の存在に求められる。 
（５）フランスもまた、選挙管理に政府が強
く関与するメカニズムを有している。分類上、
混合モデルに相当するが、フランスの特徴は、
選挙管理業務の分立制と、それら諸 EMB の相
互牽制、そして政策・監視部門に司法部が深
く関与していることである。一般的に、選挙
管理上問題となるのは、その結果に政党が自
党に有利になるよう介入して、選挙結果を歪
めてしまうことである。これに対し、フラン
スは複雑化と司法の介入によって対応する。
複雑にすれば、どこかの段階で党派的判断が
入り得たとしても、それが他の機関でチェッ
クされ、押し出されてしまう。司法部として
の専門性が重要である司法官の介入は党派
的判断の挿入をより困難にする。フランスで
は複雑さが適切な選挙結果を保証するよう
になっているのである。 
（６）東南アジアにおけるタイ、フィリピン、
インドネシアはいずれも新興国に属するが、
民主主義のレベル、選挙管理のあり方には大
きな差がある。民主主義のレベルは、インド
ネシアが最も高く、タイが最も低い。ところ
が、選挙管理のあり方はタイが最も独立性が
高いなど、ACE の推奨とは異なる結果が出て
いる。このような結果が生まれるのは、権力
の集中度合いの違いによる。権力の集中がも
っとも進んだタイでは、議会選挙で勝利して
執政長官を押さえた党派が強大な権力を握
る。したがって、権力を獲得した党派はステ
イクが大きすぎるのでそれを手放すことを
強く嫌う。EMB は独立性が高いが、構成員を



執政部が選出するので党派性も強い。それゆ
え、反対党派が政権を握ると、選管の権限を
行使して反対党派を葬り去るという事態が
発生する。他方、インドネシアは政治社会が
党派単位で分裂しており、政権構成のために
は連立が欠かせない。それゆえ、執政長官に
権力が集中しない。加えて、EMB が他の選挙
関連機関から監視されているため、党派的判
断をおこなうことが困難になっている。 
（７）南部アフリカでは、民主化後、多くの
国が独立モデルの EMB を採用したが、適切な
管理をおこなえているとは言い難い。先行研
究の中には、アフリカ諸国を対象に独立モデ
ルの優位性を主張するものもあるが、そもそ
も EMB そのものが不安定で、制度形態も流動
性があるため、その判断は妥当とは言い難い。
むしろ、比較的古くから民主政治を維持して
いる国は、独立モデルとなっていない場合が
ある。選挙管理が常に党派的判断にさらされ
るが故に、ACE や国連組織が推奨する独立モ
デルを採用してはいるものの、うまくいって
いないということができるかもしれない。 
（８）ラテンアメリカ諸国は、多くの比較政
治学研究同様、選挙管理研究についてももっ
とも進んでいる。これら諸国の EMB はいずれ
も独立型モデルであり、１９８０年代の民主
化以降、ほとんどの国で民主政治が持続して
いる。しかし、選挙への信頼、選挙管理への
信頼には国家間で大きなバリエーションが
ある。先行研究は、EMB への信頼を選挙への
信頼と統治する傾向があった。しかし、有権
者個人レベルと国家レベルでのマルチレベ
ルの計量分析を行なった結果、EMB の独立性
は有権者の選挙への信頼に影響を与えてい
なかった。むしろ、EMB の能力が、選挙の信
頼そのものと直接的な関係を有していた。ラ
テンアメリカを対象とした研究もまた、ACE
等が推奨する独立型の選挙管理モデルが重
要であることに疑問を抱かせるものである。
むしろ、EMB をより深く調べる必要性を強調
している。同様に今後の課題として重要なの
は、選挙法などの選挙のルールや、EMB のあ
り方を決定できる政治家の考え方が選挙管
理にどのような影響を与えているかである。 
（９）アメリカは、先進国でも選挙管理が問
題であることを２０００年大統領選挙で示
した国である。それ故に、選挙管理の改善を
目指したアメリカ投票支援法（HAVA）を成立
させて、州毎に分立した選挙管理制度の標準
化を行なおうとしてきた。しかし、HAVA は現
在機能停止に近い状態に陥っており、その廃
止が政治上の争点となっている。アメリカは
そもそも選挙管理を含めて行政機関の運営
に党派性が反映されることを是としてきた
のであるが、２０００年大統領選挙や HAVA
が、いみじくも選挙管理に党派性を反映させ
ることができることと、それゆえに政治的争
点であることを浮かび上がらせてしまった。 
（１０）選挙管理のあり方として近年重要性
も増しているものの一つに、在外投票がある。

在外投票制度の有無、その形態には国家間で
大きなバリエーションが存在する。そこで、
在外投票制度を従属変数として分析した結
果、ACE 等の３類型はここでもほとんど説明
力を有していなかった。他方、司法制度のあ
り方が重要な決定要因になっていることが
明らかになった。（１）で示したように、執
政部からの距離を意味する３類型よりも、
EMBのメンバー構成が在外投票を含むSVRsに
大きな影響を与えていることを勘案すれば、
選管メンバー構成等を従属変数として検討
する必要があるであろう。今後の課題である。
（１１）国内班で行なった全国市区町村選管
調査は、８１％の回答率を得た。全国では初
めてとなる大規模調査で、実務者からの関心
も高く、調査結果の概要を「選挙時報」で連
載することとなった。国内班は、主としてこ
の調査で得たデータを分析することで研究
成果を出している。調査結果は衝撃的である。
自治体選管の実務者のほとんどが、日本の選
挙管理は全国均一に行なわれていると考え
ているが、実際には多様で、市区町村が抱え
る政治的状況にも相当程度左右されている
ことが明らかになってきている。 
（１２）日本では積極件投票権保障の一環と
して投票所の閉鎖時間を午後８時までに延
長しているが、約半数の選管が８時を待たず
に繰り上げ閉鎖している。なぜ繰り上げ閉鎖
がなされるのかを分析したところ、首長など
自治体幹部が選挙管理委員の選任に関与し
ていたり、選管事務局職員が総務部など首長
に近い部署と兼任しているなど、首長の影響
が選管に及びやすいほど繰り上げ閉鎖を行
なっていることが分かった。 
（１３）選管に対する首長の影響は、投票所
の繰り上げ閉鎖にとどまらない。選管は投票
率向上のために啓発業務を行なっている。こ
の他にも現在の日本の低投票率を克服する
ために、SVRs 措置を執るように国は主導して
いるが、こうした措置は、首長が前回選挙で
高い得票率で当選した自治体ほど、消極的で
ある。こうした首長であるほど、選管職員は
啓発活動に消極的で、投票所の数を多すぎる
と考えているのである。 
（１４）東日本大震災を契機に、日本では選
挙公報をインターネット掲載するようにな
ってきている。ただし、ネット掲載は地方選
挙では必須ではないので、自治体によって対
応が分かれている。東日本大震災以降ネット
掲載をしたかどうか調査したところ、選挙が
あった自治体の約半数がネット掲載してい
る。分析を行なったところ、首長など自治体
幹部が選挙管理委員選任に関与している自
治体ほど、ネット掲載をしていないことが分
かった。理由の解明は今後の課題であるが、
首長の影響力はここでも確認されている。 
（１５）自治体が投票所数をいくつ設置すべ
きかは実質的に投票権を保障するうえで重
要である。なぜなら、有権者は投票所が物理
的に遠いと行きたがらない傾向があるから



である。しかし、平成の大合併や自治体財政
の厳しさを受けて、一般的に投票所数は減少
傾向にある。投票所の増減はどのように決ま
っているのであろうか。この点を分析したと
ころ、選挙管理委員会とその事務局が、議会
及び首長からどの程度の実質的な自律性を
有しているかによって変わってくることが
明らかになった。具体的には、議会からの自
律性が弱いほど投票所数が増える傾向があ
り、首長からの自律性が弱いほど逆に減る傾
向がある。ポスター設置場所の数についても
同様の傾向が認められる。すなわち、選挙管
理のあり方は地方の政治状況に相当程度左
右されうることが認められる。 
（１６）東日本大震災が発生した２０１１年
は、統一地方選挙の年でもあった。しかし、
被災地の自治体では選挙管理業務の運営が
適切に行なうことが困難で、選挙時期をずら
さざるを得ず、被災地以外の自治体から選挙
管理の応援を受けなければ実施できなかっ
た。震災は、いみじくも日本の選挙管理の特
徴を明らかにしたのである。それは、第１に、
日本の選挙管理は人海戦術であり、管理のた
めのマンパワーを必要としていることで、第
２に、選挙管理は誰でもできる作業ではなく、
高い専門性と経験を必要としていることで
あった。被災を免れた自治体も財政的要請か
ら人員削減を行なっており、それほど余裕が
あるわけではない。この間に進行した選挙管
理の複雑化と、積極的投票権補償措置の増加
は、日本の選挙管理をリソース不足に直面さ
せている現実を目の当たりにした。 
（１７）選挙管理への信頼と代議制民主主義
の安定性の関係はどのようになっているの
か。有権者を対象とした選挙管理に関するア
ンケート調査を分析したところ、選挙管理へ
の信頼は、応答性と公平性感覚に影響を与え
ていること、公平性の有無が、代議制民主主
義の安定性に直接的な影響を及ぼすことが
明らかになった。他国に関する先行研究が明
らかにしているように、有権者は選挙管理の
あり方を直接的に知っているわけではない。
しかし、大規模な選挙管理上のトラブルが発
生すると選挙管理への信頼は一般的に低下
し、それは民主政治への信頼低下につながり
うる。ポーランドの事例はその一つと言える
であろう。 
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